
https://mitohojinkai.or.jp
みんなで回覧しましょう。

めざします、企業の繁栄と社会への貢献。
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　令和８年度税制改正では、物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みが創設さ
れたほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取
りして引き上げられました。「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置が創設
されたほか、租税特別措置等の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等が行われました。
税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等が行われました。こ
のほか、自動車関係諸税について、自動車税等の環境性能割の廃止や軽油引取税の当分の間税率の廃止等が行われまし
た。また、国際観光旅客税の税率の引上げや防衛特別所得税（仮称）の創設等が行われました。（令和８年度税制改正大
綱より）。
　法人会では、昨年９月に「令和８年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・地方自治体等に
提言活動を積極的に行ってまいりました。今回の改正では、中小企業向け税制措置の適用期限延長、事業承継税制の特
例承継計画の提出期限の延長等、法人会の提言事項の一部が盛り込まれ、以下のとおり実現する運びとなりました。

［法人課税］
　１．少額減価償却資産の取得価額の法人税率の軽減措置

法人会提言 改正の概要
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、
物価が上昇していること等を踏まえ、取得価額要件を30万円未満
から50万円未満に引き上げるとともに、損金算入額の上限（合計
300万円）を撤廃し全額を損金算入とすることを求める。なお、そ
れが直ちに困難な場合は、令和８年３月末日となっている適用期限
を延長すること。

・対象となる減価償却資産の取得価額が40万円未満（改正前：30
万円未満）に引き上げられた上で、適用期限が３年間延長されまし
た。なお、従業員要件は400人以下（改正前：500人以下）に引
き下げられました。

　２．カーボンニュートラル投資促進税制
法人会提言 改正の概要

・「カーボンニュートラル投資促進税制」は、令和８年３月末日が適用期
限となっていることから適用期限を延長すること。

・「炭素生産性向上率」の要件が引き上げられるとともに、特別償却率・
税額控除率が引き下げられた上で、適用期限が２年間延長されました。

　３．地方拠点強化税制
法人会提言 改正の概要

・地方創生を巡っては、利用状況が低調な地方拠点強化税制を見直すなど、
さらなる本社機能移転を促進する。

・オフィス減税について、税額控除率等の引上げや中古資産の購入・改修の
対象追加（拡充）等が行われた上で、適用期限が２年間延長されました。

［事業承継税制］
　　相続税、贈与税の納税猶予制度

法人会提言 改正の概要
・特例承継計画の提出期限（令和８年３月末日）と特例制度の適用期限（令
和９年12月末日）が近付いていることから、期限の延長を求める。

・法人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、特例承
継計画の提出期限が１年６ヵ月（令和９年９月まで）延長されました。

［消費税制］
　　免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置

法人会提言 改正の概要
・免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置について、80%控除可
能となる措置が令和８年９月末日まで（令和８年10月１日から３年間
は50％控除可能）となっているが、小規模事業者等が取引から排除さ
れないよう、80%控除できる期間を当面の間、延長すること。

・免税事業者からの仕入れに係る経過措置について、最終的な適用期限を
２年延長した上で、控除可能割合が段階的に縮減されました（令和８年
10月からは７割、令和10年10月からは５割、令和12年10月から令
和13年９月末までは３割）。なお、１免税事業者ごとの年間適用上限仕
入額は１億円（改正前：10億円）に引き下げられました。

［所得税］
１．ふるさと納税

法人会提言 改正の概要
・ふるさと納税について、住民税は居住自治体の会費であり、他の自治体
に納税することは地方税の原則にそぐわないとの指摘もある。寄付先を
納税者の出身自治体に限定するなど、さらなる見直しが必要である。ま
た、必要経費は寄付総額の５割以下とする基準が設けられているが、よ
り多くの寄付金が寄付した地域のために活用されるよう、事務手数料の
あり方等を含め、制度設計の見直しが欠かせない。

・寄付金のうち地方公共団体が活用できる財源の割合が段階的に60％以
上と設定されるとともに、使途を公表することとなりました。

　また、ふるさと納税による個人住民税の税額控除制度について、特例控
除の限度額は193万円となります。

１．セルフメディケーション税制
法人会提言 改正の概要

・薬剤費を抑制する観点からセルフメディケーション税制の対象となる医
薬品などの拡充も欠かせない。

・対象となる医薬品が見直された上で、スイッチＯＴＣ医薬品の適用期限
は恒久化、それ以外の医薬品は５年間延長されました。

［地方税］
　　固定資産税の免税点

法人会提言 改正の概要
・固定資産税の免税点については、平成３年以降改定がなく据え置かれて
いるため、大幅に引き上げる。

・家屋に係る免税点は30万円（改正前：20万円）未満に、償却資産に係
る免税点は180万円（改正前：150万円）未満に引き上げられます。

法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項
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厚生委員会主管
健康セミナー

３部会合同講演会 チャリティー募金寄贈式チャリティー募金寄贈式

　３月２日
(月)にホテ
ルレイクビ
ュー水戸に
おいて健康
セミナーを
AIG損害保
険㈱との共
催で開催し

41名が参加しました。
　講師に㈱NTTExCパートナー　中小企業診断士 宮
本 由美子 氏にお願いし、「健康経営キホンの
「キ」」をテーマに、中小企業の経営者にフォーカ
スし、健康経営は具体的に何を取り組めばいいのか
等を紹介いただきました。

　水戸法人会の青年部会・女性
部会・税務経理研究部会が主催
する「３部会合同講演会」を３
月９日(月)にホテルレイクビュ
ー水戸で開催し18名が参加しま
した。講師は㈱Oshicoco 代表
取締役の多田 夏帆 氏にお願い
し、「推し活市場のリアルがわ
かる」というテーマで講演をい

ただきました。
　当日は推し活の現在と今後の可能性についてわかり
やすく説明いただき、マーケティングへの活用につい
ても紹介いただきました。

　水戸法人会女性部会は３月26日(木)、水戸市社会福
祉協議会に166,650円を寄贈しました。こちらは、昨年
12月に水戸京成ホテルで行われた水戸税務署長講演会
の際に募ったチャリティー募金です。
　贈呈式を水戸市赤塚の同協議会で行われ、中村部会
長は「ひとり親世帯や生活が困窮している子育て世帯
や、子ども食
堂の支援につ
な げ て ほ し
い」とあいさ
つし、目録を
渡しました。

女性部会主催
チャリティー募金寄贈式

挨拶をする厚生委員会
 高木 清美 委員長

講師の
多田 夏帆 氏

講師の
宮本 由美子 氏

会場の様子

贈呈式の様子
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　新しい年度となった４月、水戸法人
会青年部会、女性部会、税務経理研究
部会の全体会が行われました。それぞ
れの部会で事業報告並びに収支決算報
告に関する審議が行われました。
　事業報告の中では、青年部会では
「租税教室」、女性部会では「税に関
する絵はがきコンクール」、税務経理
研究部会では「経理担当者向け実務セ
ミナー」等の主要な事業について部
会役員が中心となり遂行したと報告しました。
　全体会には来賓として水戸税務署の幹部の方々も臨席され、長嶋良司副署長から祝辞をいただきました。

全体会日程

　４月23日（木）に大洗地区会の総会が開催され、その後、記載の日程で各地区会の総会が行われました。
　各地区会の総会議案は滞りなく進行され、「令和７年度事業報告並びに収支決算報告承認に関する件」、「令和
８年度事業計画並びに収支予算報告に関する件」は満場異議なく承認可決されました。

各部会全体会開催される

各地区会総会開催される

女性部会
水戸まちなかフェスティバルで租税教育活動を実施

　５月２日(土)に水戸まちなかフェスティバルが水
戸市国道50号で開催され、水戸法人会女性部会が租
税教育活動（税金クイズ）を実施いたしました。
　当日は天気も良く多くの来場者があり、税金クイ
ズを回答した方には、法人会のノベルティグッズや
お菓子、玩具等を配付いたしました。クイズの問題
は子供用から大人用まで揃えており、参加者からは
「勉強になりました」「税金への理解が深まりまし
た」等のお声をいただきました。

部　　会 日　　　程 会　　　場

税務経理研究部会 令和８年４月10日(金) ホテルレイクビュー水戸

女性部会 令和８年４月21日(火) ホテル・ザ・ウエストヒルズ水戸

青年部会 令和８年４年22日(水) ホテル・ザ・ウエストヒルズ水戸

地 区 会 日　　　程 会　　　場

大洗地区会 令和８年４月23日(木) 大洗町商工会館

茨城地区会 令和８年４月24日(金) 茨城町商工会館

城里地区会 令和８年４月28日(火) コミュニティセンター城里

小美玉地区会 令和８年５月１日(金) 小美玉市商工会館

笠間地区会 令和８年５月７日(木) 笠間市商工会館本所

女性部会
中村 友美 部会長

青年部会
磯野 昌範 部会長

税経部会
 川崎 努 部会長

水戸税務署
長嶋 良司 副署長

（６）



主な行事予定 （令和８年６月１日〜令和８年８月 31 日）
月　日 行 事 内 容（ 会 場 ） 月　日 行 事 内 容（ 会 場 ）

６月１日
６月５日
６月16日

７月27日

理事会	 水戸京成ホテル
税務研修会	 茨城県市町村会館
定時総会	 水戸プラザホテル

税務経理実務講座第１講座	 茨城県市町村会館

８月18日
８月20日
８月25日
８月27日
８月28日
８月31日

３級簿記セミナー①	 茨城県産業会館
３級簿記セミナー②	 茨城県産業会館
３級簿記セミナー③	 茨城県産業会館
３級簿記セミナー④	 茨城県産業会館
税務経理実務講座第２講座	 茨城県市町村会館
生活習慣病検診	 ザ・ヒロサワ・シティ会館

 ※予定は変更・追加になる場合があります。その他会員向けスケジュール及び詳細はホームページの「会員専用」ページに掲載されております。

青年部会
ちびっ子広場で租税教育活動を実施

水戸税務署共催
法人税・消費税の申告説明会

　５月24日（日）に第51回ちびっ子広場が千波公園ふ
れあい広場で開催され、水戸法人会青年部会が租税
教育活動（税金クイズ）を実施しました。こちらは
子供たちへ「税の大切さを知ってほしい」という主
旨があり、クイズを通して税金の役割や意義を参加
者に分かりやすくお伝えしました。
　また、１億円と同じ大きさと重さを再現したレプ
リカを持ち上げてもらう体験も行い、その重さを通
して、税金の重みと価値を実感していただきまし
た。

　５月25日（月）に茨城県市町
村会館において法人税・消費
税の申告説明会を水戸税務署
との共催で開催し21名が参加
しました。講師には水戸税務
署の田邉上席国税調査官にお
願 い し 、 決 算 事 業 所 を 対 象
に、申告にあたっての留意点
に つ い て 解 説 い た だ き ま し

た。説明会の後半では、同署の釣谷統括国税徴収官

にキャッシュレス納付についてそれぞれ解説いただ
きました。

講師の水戸税務署
田邉 賢志 上席国税調査官

（７）
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編 集 後 記

　境内のあちこちに、竹の筧を置いています。手水鉢、
庭の片隅、客殿の箱庭……水がひとすじ静かに流れてい
るだけで、その場の空気が穏やかに変わる気がします。
　筧づくりは、山から孟宗竹を切り出すところから始ま
ります。およそ直径15センチ、高さ10メートル以上の極
太の竹を倒し、運び出す作業は毎回なかなかの重労働で
す。それでも、竹が切れる瞬間の清々しさと、あの青い
匂いが好きで、つい足が向いてしまいます。
　独学なので、作り方に決まった型はありません。乾燥
して痩せても外れない仕掛け、水の落ちる角度、水が流
れる仕組み……毎回少しずつ改良しながら、「今回はこ
うしてみよう」と手を動かします。筧はただ水を流し落
とすだけの仕組みですが、竹の太さや切り口ひとつで、
水の表情がずいぶん変わります。完成して水を通したと
き、思い描いた流れになっていると、それだけでしばら
く眺めていられます。
　そうして試行錯誤を重ねて生み出した筧の前で、参拝
の方が足を止め「これ素敵ですね」と声をかけてくださ
るときがあります。その瞬間、本当に嬉しく感じます。
仏様のお傍に置く筧が、人の心をほんのすこし和らげて
くれるなら、こんなにありがたいことはありません。

　水の音は、急かさない。そんな気がしています。

(宗)鳳林院　竹 内 盛 恭　

　清々しい風が新緑の間を吹き抜けて、徐々に強くなる
陽光が、草木の生命力をより輝かせる季節になりました。
　編集後記を書くにあたり、母が保管をしている法人
「みと」を読み返すと、震災とコロナ禍といった暗闇の
状況下でも、微かな光や明るさを探して、未来に繋がる
希望を手繰り寄せる強さと健やかな心を願う文章に、あ
らためて目と意識が留まります。
　中東問題による原油不足が様々な影響を及ぼす今、
「きっと乗り越えられる」過去に記された言葉たちに励
まされたように、未来に向かってこの言葉を届けます。

広報委員　長谷川　優子　

ソロキャン

　昼は建築板金の仕事、夜はキャンピングカーでソロ

キャンプ。

　私にとって、この時間が何よりの“オアシス”です。

全国の同業者の会社を訪ね、現場や工場を見学し、経営

や技術の話を交わす。

　その土地で一日を終えた後、焚き火を眺めながら静か

な時間を過ごすのが最高のリセットになります。

　情報交換だけではなく、同じ業界で頑張る仲間との出

会いが、自分自身の刺激や学びにつながっています。

　これからも「仕事」と「旅」と「キャンプ」を楽しみ

ながら、日本全国を走り続けたいと思います。

㈱MURATA　村 田 　 豊　

筧を作る

（８）


